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図20産前産後の休業期間（Ｎ＝558）
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２１ 産前産後休業 

 

 産前産後休業の規定のある事業所 93.2％  

 

産前産後休業の規定のある事業所は 93.2％（前年 93.0％）であり，産業別では，全産業で 80％

を超えている。休業中の賃金については，「全額支給」とする事業所が 17.5％（同 15.3％）,「一

部支給」が 9.3％（同 11.4％）で,何らかの形で賃金を支給している事業所の合計は 26.8％（同

26.7％）となっている。一方,「無給」とする事業所は 71.3％（同 72.7％）となっている。 

                                   （表１８ 図２０） 

 

      表１８ 産前産後の休業制度（Ｎ＝599・事業所割合）   （単位:％）    

    休業制度規定の有無 休業中の賃金 

     あ る な い 全額支給 一部支給 

全     体 93.2 6.8 17.5 9.3 

 

 

産 

 

業 

建 設 業 86.9 13.1 10.0 17.1 

製 造 業 90.8 9.2 10.2 3.4 

情 報 通 信 業 100.0 0.0 10.0 10.0 

運輸業，郵便業 86.0 14.0 9.5 16.7 

卸売業，小売業 96.7 3.3 8.5 6.8 

金融業，保険業 100.0 0.0 63.0 11.1 

不動産業，物品賃貸業 90.0 10.0 25.0 0.0 

分 学術研究，専門・技術サービス業 96.0 4.0 20.8 0.0 

類 

宿泊業，飲食サービス業 92.6 7.4 0.0 0.0 

生活関連サービス業，娯楽業 81.3 18.8 15.4 0.0 

教育，学習支援業 100.0 0.0 35.0 30.0 

 医 療，福 祉 96.9 3.1 25.0 7.6 

 サ ー ビ ス 業  93.5 6.5 28.6 11.9 

 そ の 他  0.0 0.0 0.0 0.0 

規 10～29 人 80.6 19.4 9.8 16.7 

模 30～99 人 94.1 5.9 16.5 3.7 

分 100～299 人 99.1 0.9 15.0 8.8 

類  300 人以上 100.0 0.0 24.5 7.7 
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２２ 育児休業制度 

 

1. 育児休業の取得率 男性 3.6％，女性 93.5％  

 

 育児休業制度の規定のある事業所は 92.3％（前年 92.4％）となっている。 

産業別に見ると，「情報通信業」，「金融業,保険業」,「教育,学習支援業」が 100％となって

いて,全産業を見ても,80％以上で規定を設けている。育児休業取得率は，「男性」3.6％（同 2.7％），

「女性」93.5％（同 94.2％）となっている。（表１９，図２１） 

 

表１９ 育児休業制度（制度の有無Ｎ＝594・事業所割合，取得率Ｎ＝528・労働者割合） 

（単位:％）   

  育児休業制度規定の有無 育児休業取得率 

 あ る な し 男女計 男 性 女 性 

全     体 92.3 7.7 45.6 3.6 93.5 

産 

    

業 

  

分 

   

類 

建 設 業 83.1 16.9 11.3 2.1 83.3 

製 造 業 86.2 13.8 22.5 1.2 92.3 

情 報 通 信 業 100.0 0.0 66.7 0.0 100.0 

運輸業，郵便業 90.0 10.0 4.8 0.0 100.0 

卸売業，小売業 95.1 4.9 48.6 2.8 94.4 

金融業，保険業 100.0 0.0 77.8 0.0 100.0 

不動産業，物品賃貸業 90.0 10.0 5.3 5.9 0.0 

学術研究，専門・技術サービス業 95.8 4.2 25.9 6.7 50.0 

宿泊業，飲食サービス業 88.5 11.5 77.3 33.3 84.2 

生活関連サービス業，娯楽業 87.5 12.5 100.0 0.0 100.0 

教育，学習支援業 

医 療，福 祉 

サ ー ビ ス 業 

そ の 他 

100.0 0.0 58.8 0.0 100.0 

96.9 3.1 83.7 8.7 100.0 

95.6 4.4 46.5 8.0 100.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

規 10～29 人 75.7 24.3 23.4 4.9 56.5 

模 30～99 人 96.8 3.4 43.8 0.0 94.1 

分 100～299 人 99.1 0.9 43.2 1.1 94.7 

類 300 人以上 100.0 0.0 54.5 6.5 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図21 　育児休業制度の規定のある事業所の推移
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２３ 介護休業制度 

 

 介護休業制度の規定のある事業所は 88.8％  

 

介護休業制度の規定のある事業所は 88.8％（前年 88.2％）となっている。産業別に見ると，   

「情報通信業」「金融業，保険業」で 100％となっており，低い業種でも 68.8％に達している。 

企業規模別では，規模が大きい企業で制度のある割合が高く，「100～299 人」が 99.1％,「300

人以上」で 98.5％となっている。 

介護休業利用状況は，制度のある 530 事業所中「男性」4 人，「女性」14 人となっている。 

（表２０，図２２） 

表２０ 介護休業制度（制度の有無Ｎ＝597・事業所割合）（単位:％,人）   

図22　介護休業制度の規定のある事業所の推移
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  介護休業制度規定の有無 介護休業利用状況 

 あ る な し 男女計 男 性 女 性 

全     体 88.8 11.2 18 4 14 

産 

    

業 

  

分 

   

類 

建 設 業 78.6 21.4 1 1 0 

製 造 業 81.5 18.5 4 0 4 

情 報 通 信 業 100.0 0.0 0 0 0 

運輸業，郵便業 84.0 16.0 0 0 0 

卸売業，小売業 94.3 5.7 1 0 1 

金融業，保険業 100.0 0.0 0 0 0 

不動産業，物品賃貸業 90.0 10.0 0 0 0 

学術研究，専門・技術サービス業 95.8 4.2 0 0 0 

宿泊業，飲食サービス業 85.2 14.8 0 0 0 

生活関連サービス業，娯楽業 68.8 31.3 0 0 0 

教育，学習支援業 

医 療，福 祉 

サ ー ビ ス 業 

そ の 他 

90.5 9.5 0 0 0 

94.8 5.2 4 0 4 

91.1 8.9 8 3 5 

0.0 0.0 0 0 0 

規 10～29 人 70.4 29.6 3 2 1 

模 30～99 人 89.0 11.0 3 0 3 

分 100～299 人 99.1 0.9 5 0 5 

類 300 人以上 98.5 1.5 7 2 5 
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２４ 育児・介護休業法への取組み 

 

 「介護休業の分割取得」において「就業規則等を改正した」事業所は 44.3％  

 

育児・介護休業法への取組状況を調査したところ，「介護休業の分割取得」については，「就

業規則等を改正した」事業所は 44.3％，「介護休暇・子の看護休暇の半日単位での取得」につい

ては，「就業規則等を改正した」事業所は 44.6％，「マタハラ・パタハラの防止措置の新設」に

ついては，「就業規則等を改正した」事業所は 50.2％であった。 

産業別では，「金融業，保険業」が，３つの調査項目いずれにおいても「就業規則等を改正し

た」割合が高い。（図２３） 

 

図23 　育児・介護休業法への取組（H28Ｎ＝650・複数回答）
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２５ 子どもを持つ労働者に対する支援制度 

 

 勤務時間の短縮制度 73.8％，所定外労働（残業等）の免除 70.6％  

 

 子どもを持つ労働者に対する支援制度の実施状況について調査したところ，「勤務時間の短縮制

度」を採用している事業所が全体の 73.8％（前年 69.2％）であった。また，「所定外労働（残業

等）の免除」も 70.6％(同 63.3％)であったほか，全ての項目において前年度より高い割合にな 

っている。                             （図２４） 

図24　子どもを持つ労働者に対する支援制度（H28Ｎ＝660，H29Ｎ＝650・複数回答）

0
1.4

0.2

56.2

2.1

1.7

4.1

17.1

63.3

51.8

15.8

69.2

26.2

24.7

45.2

73.8

18.0

31.8

32.9

59.4

70.6

26.0

54.6

5.8

3.1

3.1

65.1

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

育児休業中の代替職員の確保

育児休業者の復職のための情報提供･訓練

勤務時間の短縮制度

育児の場合に利用できるﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働（残業等）の免除

育児により退職した者の再雇用制度

家族手当（扶養手当）

保育費用の助成

事業所内託児所

育児の場合に利用できる在宅勤務制度

サテライトオフィス

子の看護休暇制度

その他

（％）

平成２８年度 平成29年度



29 

 

 

 ２６ 家族を介護する労働者に対する支援制度 

 

勤務時間の短縮制度 66.2％，所定外労働（残業等）の免除 65.4％  

 

 

家族を介護する労働者に対する支援制度の実施状況について調査したところ，「勤務時間の短縮

制度」を採用している事業所が全体の 66.2％（前年 59.8％）であった。また，「所定外労働（残業

等）の免除」も 65.4％（前年 56.7％）と他の項目より高い割合を示している。（図２５） 

 

図25　家族を介護する労働者に対する支援制度（H29Ｎ＝650・複数答）

27.5

27.2

66.2

16.6

51.2

65.4

25.1

39.2

3.1

3.5

6.3

56.5

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

介護休業中の代替職員の確保

介護休業者の復職のための情報提供･訓練

勤務時間の短縮制度

介護の場合に利用できるﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働（残業等）の免除

介護により退職した者の再雇用制度

家族手当（扶養手当）

介護費用の助成

介護の場合に利用できる在宅勤務制度

サテライトオフィス

介護休暇制度

その他

（％）

平成２９年度



30 

 

 

２７ 介護休暇の取得状況 

 

介護休暇の平均取得日数は男性 3.6 日，女性 17.4 日 

 改正育児・介護休業法で法定の制度となった「介護休暇」の取得状況について調査したところ，

取得者がいる事業所の割合は 3.5％で，取得者の平均取得日数は 11.6 日となっている。 

 産業別では，「学術研究，専門，技術サービス業」,「金融業,保険業」の順に，取得者のいる事業

所の割合が他の業種に比べて高く，企業規模は「30～99 人」の事業所で取得者の割合が高い。 

                                   （表２１）  

 

 

表２１ 介護休暇制度 

 

  

事業所数（Ｎ＝650） 

取得者なし 

(事業所) 

取得者あり 

(事業所) 

 

    男  性 (人，日)     女  性 (人，日) 

取得者数 平均取得日数 取得者数 平均取得日数 

全     体 627 23 16 3.6 22 17.4 

産 

 

業 

 

分 

 

類 

建 設 業 86 2 7 2.1 1 2.0 

製 造 業 64 4 3 3.7 4 11.3 

情 報 通 信 業 11 0 0 0.0 0 0.0 

運輸業，郵便業 48 2 1 3.0 1 3.0 

卸売業，小売業 136 2 0 0.0 2 5.0 

金融業，保険業 25 2 1 4.0 1 1.0 

不動産業，物品賃貸業 15 0 0 0.0 0 0.0 

学術研究，専門・技術サービス業 23 2 1 5.0 1 3.0 

宿泊業，飲食サービス業 29 0 0 0.0 0 0.0 

生活関連サービス業，娯楽業 19 0 0 0.0 0 0.0 

教育，学習支援業 24 1 0 0.0 1 3.0 

医 療，福 祉 97 5 1 5.0 7 38.6 

サ ー ビ ス 業 50 3 2 7.0 4 11.5 

そ  の  他 0 0 0 0.0 0 0.0 

規 

模 

分 

類 

10～29 人 178 3 6 3.5 1 9.0 

30～99 人 125 6 5 3.0 6 28.5 

100～299 人 122 5 0 0.0 8 18.6 

300 人以上 202 9 5 4.2 7 7.7 
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２８ 子の看護休暇の取得状況 

 

子の看護休暇の平均取得日数は男性 2.9 日，女性 4.0 日  

 

 改正育児・介護休業法で法定の制度となった「子の看護休暇」の取得状況について調査したとこ

ろ，取得者がいる事業所の割合は 8.3％（前年 8.2％）で，取得者の平均取得日数は 3.6 日（同 27.7

日）となっている。 

 産業別では，「教育,学習支援業」で，取得者のいる事業所の割合が他の業種に比べて高い。 

（表２２）                                  

 

表２２ 子の看護休暇   

                                  

  

事業所数（Ｎ＝650） 

取得者なし 

(事業所) 

取得者あり 

(事業所) 

 

    男  性 (人，日)     女  性 (人，日) 

取得者数 平均取得日数 取得者数 平均取得日数 

全     体 596 54 49 2.9 108 4.0 

産 

 

業 

 

分 

 

類 

建 設 業 78 10 10 1.7 10 4.4 

製 造 業 64 4 8 1.9 10 4.1 

情 報 通 信 業 11 0 0 0.0 0 0.0 

運輸業，郵便業 49 1 5 4.4 2 1.0 

卸売業，小売業 131 7 9 2.4 11 3.2 

金融業，保険業 24 3 0 0.0 7 3.9 

不動産業，物品賃貸業 15 0 0 0.0 0 0.0 

学術研究，専門・技術サービス業 20 5 2 3.0 10 7.3 

宿泊業，飲食サービス業 29 0 0 0.0 0 0.0 

生活関連サービス業，娯楽業 16 3 1 5.0 3 4.3 

教育，学習支援業 19 6 1 2.0 10 3.3 

医 療，福 祉 91 11 13 4.0 25 4.2 

サ ー ビ ス 業 49 4 0 0.0 20 2.7 

そ  の  他 0 0 0 0.0 0 0.0 

規 

模 

分 

類 

10～29 人 166 15 7 1.7 21 3.7 

30～99 人 119 12 17 2.1 16 4.3 

100～299 人 117 10 13 3.8 14 4.1 

300 人以上 194 17 12 3.8 57 3.9 
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（％） 

 

２９ 次世代育成支援対策 

 

 行動計画策定済みの事業所は 40.6％  

 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定状況を調査したところ，「策定した」事業

所は 40.6％（前年 35.6％）であった。一方「策定の予定なし」は 21.4％（同 19.3％）となって

いる。 

規模別で見ると，「未定」又は「策定の予定なし」の事業所は，「10～29 人」の規模で割合が

高く，「300 人～」の事業所で低くなっている。（図２６，２７） 

 

図26　次世代育成支援対策への取組み（Ｎ＝552・事業所割合）
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図27　行動計画を策定した事業所の推移
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３０ 女性活躍推進支援対策 

 

 行動計画策定済みの事業所は 34.0％  

 

女性活躍推進支援制度に基づく行動計画の策定状況を調査したところ，「策定した」事業所は

34.0％であった。一方「策定の予定なし」は 71.5％となっている。 

規模別で見ると，「未定」又は「策定の予定なし」の事業所は，「10～29 人」の規模で割合が

高く，「300 人～」の事業所で低くなっている。（図２８） 

 

 

 

 

図28　女性活躍推進支援対策への取組み（Ｎ＝547・事業所割合）
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３１ パートタイム労働者の諸制度 

 

 パートタイム労働者の諸制度で通勤手当を実施している事業所は 83.0％  

 

パートタイム労働者に関する諸制度については，「賞与」がある事業所は 47.0％（前年 39.9％），

「退職金」がある事業所は 14.6％（同 8.8％），「健康診断」を行っている事業所は 81.0％（同

75.4％），「通勤手当」の支給は 83.0％（同 85.5％）などとなっている。 

「情報通信業」と「金融業,保険業」が全般的に実施している割合が高い。 

（図２９） 

 

図29　パートタイム労働者の諸制度（Ｎ＝336・複数回答）
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３２ パートタイム労働法への取組み 

 

通常労働者への転換制度の措置を講じた事業所は 59.6％  

 

「パートタイム労働法」に対する取組みのうち，パートタイム労働者の通常の労働者への転換

を推進するための措置について調査したところ，「通常の労働者募集の場合，募集内容の既雇用

パートタイム労働者への周知」をした事業所は 63.1％（前年 46.6％），「通常の労働者ポストの

社内公募の場合，既雇用パートタイム労働者への機会の付与」をした事業所は 54.2％(同 39.6％），

「パートタイム労働者の通常労働者への転換制度の導入（試験制度など）」をした事業所は 59.6％

（同 41.8％）となっている。 （図３０） 

 

 

図30　パートタイム労働法への取組(Ｎ＝336・複数回答）
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３３ ポジティブ・アクション 

 

 管理職の割合は男性 85.2％，女性 14.8％  

 

管理職の男女の割合については，男性 85.2％（前年 87.4％），女性 14.8％（同 12.6％）とな

っている。 

これを産業別に見ると「建設業」「製造業」「運輸業,郵便業」「不動産業，物品賃貸業」「学

術研究,専門技術サービス業」で男性の管理職が 90.0％以上となっている。「医療，福祉」では

女性の管理職が 49.1％で，産業分類中最も高い。 

「ポジティブ・アクション推進計画」を策定した事業所は全体の 21.3％（同 21.2％）にとどま

っている。 

「女性の採用の拡大」については，「宿泊業，飲食サービス業」が 80.0％（同 68.4％）で産業

分類中最も高い。 

「女性の管理職の増加」については，「宿泊業，飲食サービス業」が 86.7％（同 52.6％）と産

業分類中有最も高くなっている。（表２３） 

 

表２３ ポジティブ・アクション 

  （単位:％） 

   

管理職の男女比 

（Ｎ＝2，727） 
ポジティブ・アクションの取組（複数回答） 

男 性 女 性 
推進計画を

作成 

女性の採用

の拡大 

女性がいない，

又は少ない職

種，職域への女

性の配置の拡大 

女性管理

職の増加 

全     体 85.2 14.8 21.3 52.8 41.1 48.9 

産 

 

業 

 

分 

 

類 

建 設 業 95.4 4.6 14.9 43.2 36.5 27.0 

製 造 業 90.9 9.1 9.3 53.7 31.5 25.9 

情 報 通 信 業 81.0 19.0 0.0 37.5 25.0 50.0 

運輸業，郵便業 92.7 7.3 27.3 52.3 38.6 36.4 

卸売業，小売業 87.6 12.4 33.0 58.3 50.5 62.1 

金融業，保険業 83.5 16.5 25.0 45.0 45.0 75.0 

不動産業，物品賃貸業 93.2 6.8 12.5 37.5 12.5 50.0 

学術研究，専門・技術サービス業 93.1 6.9 19.0 57.1 42.9 47.6 

宿泊業，飲食サービス業 83.0 17.0 20.0 80.0 46.7 86.7 

生活関連サービス業，娯楽業 71.7 28.3 6.7 53.3 33.3 40.0 

教育，学習支援業 67.2 32.8 16.7 33.3 33.3 33.3 

医 療，福 祉 50.9 49.1 16.1 48.4 38.7 61.3 

サ ー ビ ス 業  83.9 16.1 29.7 59.5 51.4 70.3 

そ の 他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

規 10～29 人 77.9 22.1 8.4 35.3 26.9 28.6 

模 30～99 人 85.4 14.6 3.3 41.3 26.1 30.4 

分 100～299 人 82.0 18.0 22.7 58.7 48.0 46.7 

類 300 人以上 90.3 9.7 42.0 70.7 58.0 77.3 
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３４ ハラスメント防止対策 

 

防止対策措置規定のある事業所割合は，セクハラは 78.0％，マタハラは 67.0％,パワハラは 68.4％  

 

職場におけるハラスメント防止対策について調査したところ，セクシャル・ハラスメント，パ

ワー・ハラスメント，マタニティ・ハラスメントの対策を実施している事業所の数が全て増加し

ている。 

産業別では，「金融業，保険業」及び「宿泊業,飲食サービス業」で全般的に高い割合で事業所

が何らかの措置を講じている。 

また，企業規模別では，規模が大きいほど取り組みが進んでいる。（図３１） 
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図 3１ ハラスメント防止対策（Ｎ564・複数回答） 
（事業所） 
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３５ 経営改善措置 

 

 採用抑制が 11.4％,部門の整理統合が 20.9％,業務のアウトソーシングが 29.4％  

 

最近３年間に行った経営改善措置について調査した結果，「業務のアウトソーシング」， 

「部門の整理統合」，「福利厚生制度の見直し」の措置を行っている事業所が多い。 

「採用抑制」を行っているのは「製造業」で多く,「部門の整理統合」を行っているのは,  

「情報通信業」で多く,「業務のアウトソーシング」を行っているのは「サービス業」で多い。 

（図３２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図32　最近３年間の経営改善措置(Ｎ＝554・複数回答）
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３６ ワークシェアリングの実施状況 

 

 ワークシェアリングを実施している事業所は 5.8％  

 

ワークシェアリングの実施状況を調査したところ，「実施している」と回答した事業所は 5.8％

であり，「実施を予定している」，「条件によっては今後検討する」と答えた事業所はそれぞれ

1.4％，26.9％となっている。また，「実施する予定はない」と回答した事業所は，65.8％となっ

ている。（図３３） 

図33　ワークシェアリングの実施状況（Ｎ＝568・事業所割合）
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